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Hyogo Prefecture

本⼈確認情報等の提供、利⽤及び保護に関する条例別表第２及び個⼈番号の利⽤、特定個⼈情報の提供等に関
する条例別表第１に「兵庫県⽴⼤学及び芸術⽂化観光専⾨職⼤学における授業料及び⼊学料の減免に要する費
⽤の⽀弁に関する事務（県⽴⼤学授業料等減免事務）」を追加する。

兵庫県⽴⼤学及び芸術⽂化観光専⾨職⼤学における授業料及び⼊学料の減免判定に必要な情報について、
現在は、学⽣（申請者）に住⺠票の写し、課税証明書等を提出させることにより確認している。

授業料等減免の要件 取得情報 確認する状況
【県無償化制度（県内⽣）】
学⽣及び⽣計維持者（原則、⽗⺟）のいずれもが、
３年以上前から引き続き兵庫県に在住していること
【県独⾃減免制度（県外⽣等）】
経済的理由により授業料の納付が著しく困難な者等

住⺠票関係情報 ・学⽣及び⽣計維持者の兵庫県への居住状況
・多⼦世帯かどうか ※多⼦世帯は国制度へ

地⽅税関係情報 ・世帯収⼊の状況

減免⼿続に必要な情報（取得情報）と条例改正内容

※国制度・県独⾃減免
のカバー範囲確認

改正の背景

補⾜事項
 マイナンバーはシステムを通じて県に直接提出されるため、県⽴⼤学がマイナンバーを取り扱うことはない。
 県において、情報連携で取得した情報を⽤いて⼀次判定を⾏い、判定結果（特定個⼈情報を含まない。）を県
⽴⼤学に伝達する。その後、県⽴⼤学において学業成績等を考慮して最終判定が⾏われる。

※条例に事務を追加することで、利⽤特定個⼈情報提供省令を根拠に「地⽅税関係情報」及び「住⺠票関係情報」の取得が可能となる。

住⺠基本台帳ネットワークシステムを通じて⽒名その他の本⼈確認情報等の真正性を確認の上、マイナン
バーを⽤いた情報連携により授業料・⼊学料の減免判定に必要な情報（取得情報）を取得することで、学⽣
（申請者）の負担軽減を図る。
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